都市計画法第34条第11号立地基準調査依頼書

①以下の欄の記載事項に記入をお願いします。	〔調査番号：　　　　　〕
	依頼日
	　　　　年　　　月　　　日

	依頼者氏名
	

	依頼者住所
	

	依頼者電話番号（連絡先）
	　　　　　　　－　　　　　　－

	申請予定地地名地番
	　　　　　　町大字　　　　　字
        　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□水　□道

	登記地目・現況地目
	（登記地目）　　　　　　　　（現況地目）

	予定建築物の用途
	専用住宅　分譲宅地　兼用住宅　日用品店舗　（　　　　　　　　）

	申請予定地の面積
	250㎡　≦　（水、道を含む）　　　　　　　　 ㎡　＜　5,000㎡



②添付書類等のチェックをお願いします。
(1)位置図…申請予定地を赤色表示してください。
□申請予定地の位置及び目標となる建築物等が確認できる。
(2)字図（写し）…申請予定地を赤色表示してください。
□地図情報が最新のもので、発行後３ヶ月以内のもの。
[bookmark: _Hlk229486805]□縮尺1/500で印刷されたもの。
□申請予定地及び申請予定地に隣接する土地が確認できるもの。
(3)全部事項証明書（写し）
□申請予定地全筆の、登記情報が最新のもので、発行後３ヶ月以内のもの。
□登記事項要約書は発行年月日の記載がないため不可。
(4)その他市長が必要と認める図書（求積図等）
□申請予定地のうち、一部の区域が５０戸連たん区域に入らない場合は、
□区域外面積の、座標法による求積図の提出を求めることがあります。
□その他、調査のために必要な書類の提出を求めることがあります。

【注意事項】
１　申請予定地の登記地目、課税地目又は現況が農地の場合、宅地であっても農業用施設が建っている場合、S47.3.31以降に農地から地目変更（国土調査の合筆による地目変更を除く）されている場合については、農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域（青地）である可能性がありますので事前に確認をして下さい。なお、確認のためには登記簿謄本等が必要であり、本庁農業振興課にお尋ねください。
２　調査期間については２～３週間程度お時間を頂きます。
（判定が困難な場合はそれ以上に時間がかかる場合があります）
３　調査結果につきましては、「立地基準調査結果書」で回答致します。
なお、調査記録書（内部決裁用）及び添付資料につきましては、個人情報が掲載されていますので、第三者の方に閲覧させたり、コピー等をお渡ししたりすることはできません。あらかじめご了承ください。また、調査依頼者本人が閲覧や資料請求（コピー）される場合は、佐賀市情報公開条例に基づく情報公開請求が必要となります。
（令和８年５月改訂）

